
二条城周辺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等 資料３

■景観地区
・おおむね旧市街地型美観地区、二条城と周辺部は歴史遺産型美観地区
・堀川通沿道は沿道型美観地区

■景観計画上の位置づけ
・旧市街地型美観地区の「二条城周辺」として位置付け、景観地区による誘導を図っている。

低層建築物 中層建築物 高層建築物

屋
根

・特定勾配屋根（原則として軒の出
60cm以上）とする（※）

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は、日本瓦、金属板又はそ
の他の材料で当該地区の風情と調
和したものとする

・勾配屋根（原則として軒の出90cm以上）又は屋
上のパラペットの形状等により勾配屋根に類似
する工夫を施すなど、良好な屋上の景観に配慮
されたものとする

・屋根材は、日本瓦、金属板又はその他の材料で
当該地区の風情と調和したものとする

軒
庇

・道路に面する１、２階の外壁に軒
庇（原則として特定勾配を持ち、
軒の出60cm 以上）を設置

・道路に面する１、２階の外壁に軒庇（原則とし
て特定勾配を持ち、軒の出90cm 以上）を設置

外
壁
等

・歴史的町並みや生活の中から生み出された特徴ある
建造物と調和した形態意匠

・道路に面する３階以上の壁面後退（1階壁面より原
則として90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

・歴史的町並みとの調和に配慮
する

・道路に面する３階以上の壁面
後退（1階壁面より原則として
90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

他 ・道路に面して駐車場等の空地を設ける場合は、周囲の景観と調和した門又は塀等を設置

（※）例外規定あり

■デザイン基準（旧市街地型美観地区）［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

■京町家の保全・継承［柱5］
・京町家条例に基づき、地域の趣のある町並みや生活文化を特徴づける象徴的な
京町家を個別に指定
→○修理・修景工事等の経費の一部が、改修補助の対象
○解体に着手する１年前までの解体届の提出が必要

景観保全

この地域においては、京町家から構成される歴史的な町並みを基調とし、二条城に向かう街路
からは、二条城の大きな樹木や石垣又は櫓等を垣間見ることができる開放的で明るい景観が特長
である。また、堀川沿いには、手描き友禅の工房を中心とした職住共存の京町家を中心とした町
並みが残されており、堀川の沿道景観と融合して良好な景観を形成している。また、姉小路通以
南の大宮通や神泉苑通の周辺では、光明院などの広大な敷地を有する寺院が集積し、それらの伽
藍や土塀が歴史的な町並みを形成している。こうした景観特性の継承を、この地域の景観形成の
基本方針とする。
このため、二条城の樹木や石垣又は櫓等を眺めることができる街路景観を保全するとともに、

建築物にあっては、道路等の公共用空地に面する外壁面は、和風意匠のデザインを生かした外観
意匠を取り入れるよう誘導し、京町家や社寺と調和した町並み景観の保全、創出を図る。

京町家が点在する町並み

眺望景観

■眺望保全［柱3］
・保全すべき眺望景観・借景として、二条城の境内の眺めや境内地周辺の眺めが選定されている。
・対象区域の場合、景観申請の前に事前協議を行い、そのうち優れた眺望景観を創生するために
必要と認めるものは、歴史的景観アドバイザーを交えた協議が必要。
協議を円滑に行うため、対象区域に関する景観情報（プロファイル）を公表している。

■歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）
・プロファイルは「本編」のほか、地域住民が大切に継承してきた歴史や文化、景
観といった地域ならではの情報をまとめた「協働版」、町並みの特徴や景観形成
の方針、建築計画等に求める配慮事項等をまとめた「町並み版」も作成している。

二条城周辺の歴史的景観の特徴と
建築計画への配慮事項

土地利用の変遷 1
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二条城周辺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調和するよう
規制、誘導。

・第３種地域を基本とし、二条城周辺が歴史遺産型第２種地域、三条通沿
道が第４種地域、堀川通沿道が沿道型第５種地域（特定２）

＜第３種地域＞
一般地域のうち、背景となる山並みのりょう線と調和する良好な市街地
の景観を形成している地域又は京都の町の生活の中から生み出された特
徴のある形態又は意匠を有する建築物が存し、良好な町並みの景観を形
成している地域

2

屋外広告物

■用途地域
二条城周辺は第一種住居地域
二条城より南部は近隣商業地域
三条通沿道や堀川通沿道から西側は商業地域

■駐車場整備地区（都心部）
一定規模以上の建築物を新築、増築、用途変更等

する場合、その敷地内に自動車及び自動二輪車の駐
車施設を設置することを義務付けている。
堀川通以東が当該地区に該当。

■高度地区［柱1］
・１５ｍ高度地区を基本とし、三条通沿道は２０ｍ高度地区、堀川通沿道の
御池通以南は３１ｍ高度地区

（H19新景観政策 ４５ｍのエリア→３１ｍ、３１ｍのエリア→２０ｍ、
２０ｍのエリア→１５ｍ）

■現在の町並み

用途地域

高度地区

俯瞰 出典：GoogleMAP

１５ｍ高度地区 南北方向のスカイライン
（①：大宮通から北を望む 歴史遺産型美観地区、②：大宮通から北を望む 旧市街地型美観地区）
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河原町通 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■景観地区
・河原町通沿道は、沿道型美観地区（都心部幹線地区）
・鴨川周辺は岸辺型美観地区、その他周辺部は旧市街地型美観地区

■景観計画上の位置づけ
・沿道型美観地区の「河原町通」として位置付け、景観地区による誘導を図っている。

■デザイン基準（沿道型美観地区（都心部幹線地区））［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

河原町通は、秀吉が築いた御土居の外側に沿って開かれた道である。今日では、京都で最も賑
わいのある繁華街であり、交通の要衝にもなっている。賑わいのある、歩いて楽しい通り景観を
形成することを、この地域の景観形成の基本方針とする。
このため建築物の外壁の位置はできる限り道路境界から後退させ、１、２階の壁面を、十分に

後退することにより、魅力ある歩行者空間の確保や、通りに面してショーウインドー等の設置を
積極的に誘導し、賑わいのある歩行者空間の形成及び夜間景観の賑わいの創出を図る。
また、まとまりのある町並み景観を形成するため、周囲の建築物とできる限り色彩を統一する

とともに、屋上、塔屋等に配慮した屋上景観の整備等に努める。さらに、衹園祭の巡行路にかん
がみ、幕掛け等の祭事の演出装置にも配慮することにより、沿道景観の保全、創出を図る。

景観保全

低層建築物 中層建築物 高層建築物

屋
根

・勾配屋根又は屋上のパラ
ペットの形状等により勾
配屋根に類似する工夫を
施し、若しくは屋上を緑
化するなど、良好な屋上
の景観に配慮されたもの
とする

・原則として塔屋等を設け
ない

・屋根材は、地域特性を踏
まえた良好な屋上の景観
に配慮されたものとする

・勾配屋根又は屋上の
パラペットの形状等に
より勾配屋根に類似す
る工夫を施すなど、良
好な屋上の景観に配慮
されたものとする

・屋根材は、地域特性
を踏まえた良好な屋上
の景観に配慮されたも
のとする

・勾配屋根又は屋上のパラ
ペットの形状等により勾配
屋根に類似する工夫を施し、
若しくは外壁上部に水平線
を強調する庇状のものを設
けるなど、良好な屋上の景
観及び沿道のスカイライン
の形成に資するものとする

・屋根材は、地域特性を踏ま
えた良好な屋上の景観に配
慮されたものとする

軒
庇

―

外
壁
等

・都心部の幹線沿道の良好
な景観と調和のとれた形
態意匠とする

・沿道の町並みと調和する
色彩

・都心部の幹線沿道の良好な景観と調和のとれた形態意匠
とする

・低層部は石貼り等の自然素材を用いるなど、落ち着いた
歩行者空間の形成に資するものとする

・沿道の町並みと調和する色彩

他 ―

・塔屋等及び屋上に設ける建
築設備は、その位置、規模
及び形態意匠について、沿
道のスカイラインの形成に
配慮されたものとする

■歴史的建造物の指定［柱5］
・修理・修景工事等の費用の一部が、改修補助の対象
・指定された建造物は、外観の変更や増改築等を行う場合、許可や届出等が必要

＜池善ビル＞
（歴史的風致形成建造物）
・祇園祭の山鉾と神輿の巡行路である四条河原町に位置し、戦前から高度成長
期にかけて、化粧品を始めとした時代の変化に不可欠な商品を幅広く市民に
提供してきた歴史を持つ。

・繁華街の中心で周辺が時代とともに変化する中で、昭和初期から変わらぬ存
在感を保つ貴重な建造物。

■眺望保全［柱3］
・保全すべき眺望景観として、四条通の通りの眺め、鴨川に架かる橋から
の鴨川の見晴らしの眺めが選定されている。

・四条通付近は、建仁寺の境内の眺めが選定されており、景観申請の前に
事前協議が必要となる。優れた眺望景観を創生するために必要と認める
ものは、歴史的景観アドバイザーを交えた協議も必要。協議を円滑に行
うため、対象区域に関する景観情報（プロファイル）を公表している。

眺望景観
■建仁寺の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要がある。
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※清水寺

■鴨川に架かる橋からの鴨川の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基
準に適合させる必要がある。



河原町通 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調和するよう
規制、誘導。

・河原町通沿道は沿道型第５種地域特定第２地区。

＜沿道型第５種地域特定第２地区＞
店舗、事務所その他これらに類する施設が特に多数存する幹線道路及び
これに接する地域で、京都にふさわしい中高層の建築物群が連続する良
好な通りの景観を形成していく必要がある地域

■用途地域
河原町通沿道を含む周辺一帯は商業地域

■地区計画
・河原町通の三条通～四条通間：河原町商店街地区地区計画
・四条通：四条通地区地区計画

■駐車場整備地区（都心部）
一定規模以上の建築物を新築、増築、用途変更等する場合、

その敷地内に自動車及び自動二輪車の駐車施設を設置するこ
とを義務付けている。
三条通～五条通間はおおよそ鴨川以西が当該地区に該当。

■高度地区［柱1］
・河原町通沿道と周辺一帯は３１ｍ高度地区
その両脇が１５ｍ高度地区、鴨川沿いが１２ｍ高度地区

（H19新景観政策 ４５ｍのエリア→３１ｍ、
３１ｍのエリア→１５ｍ又は１２ｍ）

■現在の町並み

３１ｍ高度地区 南北方向のスカイライン
（①：三条通以南を望む、②：四条通以北を望む）

用途地域

高度地区

屋外広告物

4

俯瞰 出典：GoogleMAP

出典：GoogleMAP出典：GoogleMAP

三条通

四条通

河
原
町
通

鴨
川

三条通

四条通

河
原
町
通

鴨
川

三条通

四条通

河
原
町
通

鴨
川

①

②



堀川通 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■景観計画上の位置づけ
・沿道型美観地区の「堀川通」として位置付け、景観地区による誘導を図っている。

■デザイン基準（沿道型美観地区（都心部幹線地区））［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

堀川通地域は、紫明通から六条通の間の堀川通及びその沿線（二条城歴史遺産型
美観地区内を除く。）から構成される。堀川通は京都の中心部を南北に貫く主要道
路のひとつであり、正確には堀川の東側を東堀川通、西側の幹線道路を堀川通と称
する。堀川通は、終戦間際に空襲対策の火除け地として拡幅され、戦後５０メート
ル道路として整備されたものであり、現在の堀川通の沿道には、高層の共同住宅が
立ち並ぶ。一方、堀川寺ノ内周辺では、本法寺などの広大な敷地と伽藍を有する寺
院とその塔頭により、特徴的な町並みを形成している。また、近年、堀川通沿いを
流れる堀川にせせらぎを戻す整備が完了している。こうした堀川の水辺と沿道の社
寺や樹木等の景観特性を生かして、良好な沿道景観の保全、創出を図ることを、こ
の地域の景観形成の基本方針とする。
このため、今出川通から丸太町通の間の東堀川通に面する建築物については、４

階以上の壁面を３階以下の壁面より十分に後退させることにより、圧迫感を低減し、
良好な水辺景観の保全、創出を図る。また、紫明通から寺ノ内通の間の堀川通に面
する建築物については、社寺等の歴史的な建造物に配慮する。

■眺望保全［柱3］
＜北部＞
・堀川通沿道は保全すべき眺望景観・借景の近景デザイン保全区域には該当していない。

＜南部＞
・堀川通沿道のうち、四条通との交差点の東側を除く部分は保全すべき眺望景観・借景の近景デザイン保全区域には該当していない。
・四条通の堀川通以東は、保全すべき眺望景観・借景として、四条通の眺めが選定されている。

■四条通の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要がある。

景観保全

眺望景観

景観保全

眺望景観

低層建築物 中層建築物 高層建築物

屋
根

・勾配屋根又は屋上のパラペットの形状等
により勾配屋根に類似する工夫を施し、若
しくは屋上を緑化するなど、良好な屋上の
景観に配慮されたものとする

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は、地域特性を踏まえた良好な屋
上の景観に配慮されたものとする

・勾配屋根又は屋上のパラペットの形状
等により勾配屋根に類似する工夫を施
すなど、良好な屋上の景観に配慮され
たものとする

・屋根材は、地域特性を踏まえた良好な
屋上の景観に配慮されたものとする

・勾配屋根又は屋上のパラペットの形状等
により勾配屋根に類似する工夫を施し、
若しくは外壁上部に水平線を強調する庇
状のものを設けるなど、良好な屋上の景
観及び沿道のスカイラインの形成に資す
るものとする

・屋根材は、地域特性を踏まえた良好な屋
上の景観に配慮されたものとする

軒
庇

―

外
壁
等

・都心部の幹線沿道の良好な景観と調和の
とれた形態意匠とする

・沿道の町並みと調和する色彩

・都心部の幹線沿道の良好な景観と調和のとれた形態意匠とする
・低層部は石貼り等の自然素材を用いるなど、落ち着いた歩行者空間の形成に資するも
のとする

・沿道の町並みと調和する色彩
・東堀川通（丸太町通以北、今出川通以南）に面する敷地は、東堀川通に面する４階以
上の外壁面は、３階（高層の場合は1階）の外壁面より１メートル以上後退する

他 ―

・塔屋等及び屋上に設ける建築設備は、そ
の位置、規模及び形態意匠について、沿
道のスカイラインの形成に配慮されたも
のとする

水平庇のデザインに関する留意点 屋根のデザインに関する解説

＜北部＞ ＜南部＞

5

■景観地区
・堀川通沿道は沿道型美観地区
（都心部幹線地区）
・周辺は旧市街地型美観地区

＜北部＞ ＜南部＞

堀
川
通

出水通

中立売通

堀
川
通

出水通

中立売通

堀
川
通

四条通

高辻通

堀
川
通

四条通

高辻通

※清水寺



堀川通 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調和する
よう規制、誘導。

・北部は沿道型第３種地域、南部は沿道型第５種地域特定第２地区

＜沿道型第３種地域＞
店舗、事務所その他これらに類する施設と京都の町の生活の中から
生み出された特徴のある形態又は意匠を有する建築物が調和し、良
好な町並みの景観を形成している地域等に接する幹線道路及びこれ
に接する地域で、良好な通りの景観を形成していく必要がある地域

＜沿道型第５種地域特定第２地区＞
店舗、事務所その他これらに類する施設が特に多数存する幹線道路
及びこれに接する地域で、京都にふさわしい中高層の建築物群が連
続する良好な通りの景観を形成していく必要がある地域

■高度地区［柱1］
＜北部＞
・堀川通沿道は２０ｍ高度地区、周辺は１５ｍ高度地区
（H19新景観政策３１ｍのエリア→２０ｍ、２０ｍのエリア→１５ｍ）
＜南部＞
・堀川通沿道及び四条通沿道は３１ｍ高度地区、堀川通の両脇は１５ｍ
高度地区、綾小路通より南側の大宮通以西は２０ｍ高度地区

（H19新景観政策４５ｍのエリア→３１ｍ、３１ｍのエリア→２０ｍ、
２０ｍのエリア→１５ｍ）

■現在の町並み

２０ｍ高度地区 南北方向のスカイライン
（①：堀川通の北を望む、②：東堀川通の南を望む）

6

俯瞰（北部） 出典：GoogleMAP

屋外広告物 屋外広告物 用途地域 用途地域

■用途地域・堀川通沿道は商業地域
・北部は堀川通以東が第二種住居地域、以西が準工業地域
・南部は堀川通沿道を含む周辺一帯がおおよそ商業地域で、
西側の一部が近隣商業地域

■駐車場整備地区（都心部）
一定規模以上の建築物を新築、増築、用途変更等する場合、

その敷地内に自動車及び自動二輪車の駐車施設を設置するこ
とを義務付けている。
堀川通以東の御池通～五条通の区域は当該地区に該当

高度地区 高度地区

３１ｍ高度地区 南北方向のスカイライン
（③：四条通から南を望む、④：仏光寺通から北を望む）

俯瞰（南部） 出典：GoogleMAP

出典：GoogleMAP 出典：GoogleMAP

出典：GoogleMAP 出典：GoogleMAP

＜北部＞ ＜南部＞ ＜北部＞ ＜南部＞
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■現在の町並み

①

②

③

④



西大路通 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■景観地区
・西大路通沿道は沿道型美観形成地区（幹線地区）
・西大路通以東は旧市街地型美観地区、以西は山ろく型建造物修景地区を基本とする
・平野神社及び北野天満宮は風致地区第５種地域

■景観計画上の位置づけ
・沿道型美観形成地区の「西大路通・北大路通」として位置付け、景観地区による誘導
を図っている。

■デザイン基準（沿道型美観形成地区（幹線地区））［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

西大路・北大路通地域は、北大路通から円町までの西大路通とその沿道及び大徳寺前から西大路通までの北
大路通とその沿道から構成される。西大路通及び北大路通は、昭和初期に中心市街地を囲む環状道路として計
画された幹線道路である。北大路通から連続する西大路通の北部の沿道には金閣寺や平野神社等の観光名所が
あり、北行すると左大文字山が正面に眺望できる。
このため、建築物は、外壁の位置を道路から後退し、夜間照明を工夫することにより賑わいのある歩行者空

間の充実を図るとともに、左大文字山の眺望を阻害することがないように、建築物の色彩や屋上景観等の整備
に努め、良好な眺望や通りの景観の形成を図る。
また、北大路通沿道の大徳寺及び西大路通沿道の平野神社の土塀や樹木等が、特徴的な通り景観を形成して

いる。このため、大徳寺や平野神社などの社寺周辺においては、それらの土塀や樹木等と調和の取れた形態意
匠とすることにより、歴史的景観の保全を図る。

■眺望保全［柱3］
・保全すべき眺望景観・借景として、西大路通からの「左大文字」の眺めや、北野天満宮境内の眺めが
選定されている。北部は鹿苑寺境内の眺めも選定されている。

・対象区域の場合、景観申請の前に事前協議を行い、そのうち優れた眺望景観を創生するために必要と
認めるものは、歴史的景観アドバイザーを交えた協議が必要。協議を円滑に行うため、対象区域に関
する景観情報（プロファイル）を公表している。

■北野天満宮の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要がある。

低層建築物 中層建築物 高層建築物

屋
根

・勾配屋根とする（※）
・原則として塔屋等を設け
ない

・屋根材は、地域特性を踏
まえた良好な屋上の景観
に配慮されたものとする

・勾配屋根又は屋上のパラ
ペットの形状等により勾配
屋根に類似する工夫を施す
など、良好な屋上の景観に
配慮されたものとする

・屋根材は、地域特性を踏ま
えた良好な屋上の景観に配
慮されたものとする

・勾配屋根又は屋上のパラペットの形状
等により勾配屋根に類似する工夫を施
し、若しくは外壁上部に水平線を強調
する庇状のものを設けるなど、良好な
屋上の景観及び沿道のスカイラインの
形成に資するものとする

・屋根材は、地域特性を踏まえた良好な
屋上の景観に配慮されたものとする

軒
庇

―

外
壁
等

・道路に面する外壁は、地域の景観特性を生かし、良好な町並み景観の創出に資するものとする
・沿道の町並みと調和する色彩

他 ―

・塔屋等及び屋上に設ける建築設備は、
その位置、規模及び形態意匠について、
沿道のスカイラインの形成に配慮され
たものとする

屋根のデザインに関する解説

景観保全

眺望景観

（※）例外規定あり

■西大路通からの「大文字」の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要が
ある。
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西大路通 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調和
するよう規制、誘導。

・西大路通沿道は沿道型第２種地域特定地区
・西大路通周辺は第２種地域

＜沿道型第２種地域特定地区＞
山並みと調和する閑静な住宅等が重要な要素となって町並みの
景観を形成している地域に接する幹線道路及びこれに接する地
域で、店舗、事務所その他これらに類する施設が町並みの景観
に調和し、優れた眺望に配慮した良好な通りの景観を形成して
いく必要がある地域

■高度地区［柱1］
・西大路通沿道以東は１５ｍ高度地区
西大路通より西側は１０ｍ高度地区を基本とする

（H19新景観政策 西大路通沿道以東の２０ｍのエリア→１５ｍ）

■現在の町並み

１５ｍ高度地区 南北方向のスカイライン
（①：平野神社前から北を望む、②：蘆山寺通付近から南を望む）

8

俯瞰（北部） 出典：GoogleMAP

■用途地域
・西大路通沿道は第二種住居地域
・西大路通以東は第二種中高層住居専用地域
以西は第一種低層住居専用地域を基本とする

屋外広告物 用途地域

高度地区

出典：GoogleMAP 出典：GoogleMAP
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東寺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■景観地区
・東寺及びその周辺はおおよそ歴史遺産型美観地区（一般地区）
・その西側に市街地型美観形成地区、南側に町並み型建造物修景地区
・東寺の北東部には歴史遺産型美観地区 本願寺・東寺界わい景観整備地区

■景観計画上の位置づけ
・歴史遺産型美観地区の「東寺」として位置付け、景観地区による誘導を図っている。

■デザイン基準（歴史遺産型美観地区（一般地区））［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

東寺地域は、東寺及びその周辺の市街地から構成され、東寺の門前町として発展してきた地域である。広大
な東寺の寺域を取り囲む築地塀越しに見える木造建築の堂宇や五重塔の姿は、京都を代表する風景の一つであ
る。こうした景観特性を継承することを、この地域の景観形成の基本方針とする。
このため建築物は、門前町の風情の保全に配慮するとともに、東寺に面する敷地にあっては、築地塀や五重

の塔、金堂等の大規模な木造建築物に配慮した和風基調の町並みを保全、創出し、その他の敷地においては、
町並みの基調となっている京町家との調和を図るため、日本瓦又は銅板ぶきの特定勾配屋根を設け、低層階に
格子等の和風意匠を継承したデザインを取り入れる等、門前町の雰囲気を継承した落ち着きのある町並み景観
の保全、創出を図る。
また、九条通の沿道では、周囲の歴史的資産や町並みに配慮し、かつ、九条通沿道の景観特性を生かして、

良好な景観を形成する。

■眺望保全［柱3］
・保全すべき眺望景観・借景として、教王護国寺（東寺）境内の眺めが選
定されている。

・対象区域の場合、景観申請の前に事前協議を行い、そのうち優れた眺望
景観を創生するために必要と認めるものは、歴史的景観アドバイザーを
交えた協議が必要。協議を円滑に行うため、対象区域に関する景観情報
（プロファイル）を公表している。

低層建築物 中・高層建築物

屋
根

・特定勾配屋根（原則として軒の出60cm以上）と
する（※）

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は日本瓦、銅板又はこれらと同等の風情
を有するもの

・特定勾配屋根（原則として軒の出90cm以上）
とする（※）

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は日本瓦、金属板又はこれらと同等の風
情を有するもの

軒
庇

・道路に面する１、２階の外壁に特定勾配の軒庇
（原則として軒の出60cm以上）を設ける（※）

・道路に面する１、２階の外壁に特定勾配の軒庇
（原則として軒の出90cm以上）を設ける（※）

外
壁
等

・道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的
な建造物と調和する形態意匠。その他の外壁も
町並み景観に配慮

・道路に面する３階の壁面後退（１階壁面より原
則90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

・道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的
な建造物と調和する形態意匠。その他の外壁も
町並み景観に配慮

・道路に面する３階以上の壁面後退（１階壁面よ
り原則90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

他
・道路や河川に面して駐車場等の開放された空地を設ける場合は、周囲の景観と調和した門又は塀等を
設置

（※）例外規定あり

■東寺の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要がある。
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東寺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第１１条２に
規定する一覧表に記載されている文化遺産の区域の周辺の区域
又は特に歴史的環境を保全する必要がある区域のうち、山林、
樹林地又は歴史的建造物等が重要な要素となって優れた自然的
景観を形成している地域

■高度地区［柱1］
・東寺周辺一帯は１５ｍ高度地区、その外側のエリアは２０ｍ高度地区
・九条通の東寺より西側は２５ｍ高度地区
（H19新景観政策 ３１ｍのエリア→２５ｍ）

■現在の町並み

１５ｍ高度地区 南北方向の町並み
（①：東寺の西側のエリア、②：東寺の南側のエリア）
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俯瞰 出典：GoogleMAP

■用途地域
・九条通より北側の東寺周辺及び東寺の西側一帯
は第一種住居地域、九条通より南側は第二種住
居地域

・九条通沿道は商業地域
・壬生通の九条通以南や大宮通の沿道は近隣商業
地域

用途地域

高度地区

屋外広告物

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調和
するよう規制、誘導。

・東寺の周辺は歴史遺産型第２種地域
・東寺周辺の西側は第５種地域、南側は第６種地域

＜歴史遺産型第２種地域＞
世界遺産周辺区域等のうち、以下に該当しない地域
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祇園・清水寺周辺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■景観地区
・茶碗坂や五条坂の周辺一帯は歴史遺産型美観地区（一般地区）
・上記エリアの北側には伝統的建造物群保存地区（産寧坂地区）が位置する
・清水寺を含む山側のエリアは風致地区

■景観計画上の位置づけ
・歴史遺産型美観地区の「衹園・清水寺周辺」として位置付け、景観地区による誘導を図っている。

■デザイン基準（歴史遺産型美観地区（一般地区））［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

祇祇󠄀園・清水寺周辺地域は、八坂ノ塔（法観寺）、高台寺、建仁寺、八坂神社等の由緒ある社寺建築物と産寧
坂、二年坂の石段と折れ曲がった石畳の坂道、五条坂、ちゃわん坂、清水坂（松原通）等の道に沿って立ち並ぶ
京町家からなる町並みや周辺に集積する寺院の伽藍や土塀、沿道の石積擁壁などにより、通りごとに特性が異な
る景観が融合している。江戸時代から明治時代にかけて建てられた京町家を残す産寧坂や大正時代に住宅地とし
て開発された石塀小路は、伝統的建造物群保存地区に指定し、歴史的風景の保全に努める。こうした景観特性を
継承することをこの地域の景観形成の基本方針とする。
建築物は、それぞれに趣のある伝統的な店舗を構え、京町家の伝統を生かした趣の異なる特性を呈している。

このため、道路に面する３階以上の外壁面を、１階の外壁面より十分に後退させることにより、２階建を基本と
した京町家の町並み景観との連続性を維持する。また、日本瓦ぶきの特定勾配の屋根とし、真壁造、格子戸等の
和風意匠を継承したデザインを取り入れることにより、京町家や社寺等が融和する歴史的町並み景観に配慮した
景観の整備を行う。さらに、数寄屋造や民家の様式も適切に取り入れ、多様であるが統一感のある町並み景観を
形成する。

■眺望保全［柱3］
＜茶碗坂、清水坂＞
・保全すべき眺望景観・借景として、清水寺境内の眺め、清水寺「奥の
院」からの市街地、産寧坂伝統的建造物群保存地区内の通りの眺めが選
定されている。

＜五条坂＞
・保全すべき眺望景観・借景として、建仁寺境内の眺め、清水寺境内の眺
め、産寧坂伝統的建造物群保存地区内の通りの眺めが選定されている。

＜事前協議＞
・対象区域の場合、景観申請の前に事前協議を行い、そのうち優れた眺望
景観を創生するために必要と認めるものは、歴史的景観アドバイザーを
交えた協議が必要。協議を円滑に行うため、対象区域に関する景観情報
（プロファイル）を公表している。

低層建築物 中・高層建築物

屋
根

・特定勾配屋根（原則として軒の出60cm以上）とする
（※）

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は日本瓦、銅板又はこれらと同等の風情を有
するもの

・特定勾配屋根（原則として軒の出90cm以上）と
する（※）

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は日本瓦、金属板又はこれらと同等の風
情を有するもの

軒
庇

・道路に面する１、２階の外壁に特定勾配の軒庇（原
則として軒の出60cm以上）を設ける（※）

・道路に面する１、２階の外壁に特定勾配の軒庇
（原則として軒の出90cm以上）を設ける（※）

外
壁
等

・道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的な建
造物と調和する形態意匠。その他の外壁も町並み景
観に配慮

・道路に面する３階の壁面後退（１階壁面より原則
90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

・道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的
な建造物と調和する形態意匠。その他の外壁も
町並み景観に配慮

・道路に面する３階以上の壁面後退（１階壁面よ
り原則90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

他 ・道路や河川に面して駐車場等の開放された空地を設ける場合は、周囲の景観と調和した門又は塀等を設置

（※）例外規定あり

■清水寺の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要がある。
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景観保全

眺望景観

■デザインの特例認定［柱2］
＜元清水小学校跡地活用計画＞
・歴史的価値のある４階建ての小学校校舎を宿泊施設として活用する計画で、
優れた形態意匠を有し、地域の景観の向上に資するものとして特例認定

・既存校舎の特徴である装飾性の高いデザインに対し、増築部は装飾性を最
小限に抑え現代的なデザインとして明確に対比させ、本館の歴史性と装飾的
な美しさを強調させる主張しすぎないデザインとしている。

・芝生広場からの八坂の塔の見え方
を考慮し、増築部西側は高さを抑
えている。

＜適用を除外した基準＞
特定勾配屋根、屋根材、
塔屋等の設置 出典：ＮＴＴ都市開発ホームページ

https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n24822.html

清水寺

清水寺

※清水寺



祇園・清水寺周辺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■高度地区［柱1］
・エリア一帯が１２ｍ高度地区、東大路通沿道は１５ｍ高度地区
（H19新景観政策 １５ｍのエリア→１２ｍ、２０ｍのエリア→１５ｍ）

■現在の町並み

１２ｍ高度地区 東西方向の町並み
（①：五条坂の町並み、②：茶碗坂の町並み）

12

俯瞰 出典：GoogleMAP

■用途地域
・エリア一帯が第二種住居地域
・東大路通沿道は商業地域

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調和
するよう規制、誘導。

・茶碗坂や五条坂の周辺一帯は歴史遺産型第２種地域
・清水寺の周辺は歴史遺産型第１種地域
・産寧坂付近は産寧坂屋外広告物等特別規制地区

＜歴史遺産型第１種地域＞
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第１１条２に
規定する一覧表に記載されている文化遺産の区域の周辺の区域又
は特に歴史的環境を保全する必要がある区域のうち、山林、樹林
地又は歴史的建造物等が重要な要素となって優れた自然的景観を
形成している地域

＜歴史遺産型第２種地域＞
世界遺産周辺区域等のうち、上記に該当しない地域

用途地域

高度地区

屋外広告物

清水寺 清水寺

清水寺

①

②



下鴨神社周辺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■景観地区
・下鴨神社一帯は風致地区第２種地域、その周辺エリアは歴史遺産型美観地区（一般地区）

■景観計画上の位置づけ
・歴史遺産型美観地区の「下鴨神社周辺」として位置付け、景観地区による誘導を図っている。

■デザイン基準（歴史遺産型美観地区（一般地区））［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

下鴨神社周辺地域は、京都の産土神である賀茂御祖神社（下鴨神社）周辺と、賀茂川及び高野川の風致地区に
挟まれた地域であり、かつての社家町や、昭和初期に形成された住宅地等からなる。また、洛北に通じる幹線道
路である下鴨本通沿いは、下鴨神社の社(しゃ)叢(そう)である糺ノ森の緑を背景として、端正な通り景観を形成
している。こうした景観特性の継承を、この地域の景観形成の基本方針とする。
このため住宅地は、下鴨神社の社(しゃ)叢(そう)の緑と呼応するよう、生垣を設ける等、植栽に特段の配慮を

行うものとする。また、公共用空地に面する外壁面については、３階以上の壁面を１階の壁面より十分に後退さ
せ、周囲への圧迫感を低減させるとともに、日本瓦ぶき等の勾配屋根を有する和風基調の住宅地の保全を図る。
さらに、街道に面した京町家等の歴史的建造物が連なる地域については、壁面を揃える等、地域の景観特性に配
慮した景観を保全する。

■眺望保全［柱3］
・保全すべき眺望景観・借景として、賀茂御祖神社（下鴨神社）境内
の眺め、賀茂川右岸からの東山、賀茂川右岸からの「大文字」の眺
めが選定されている。

・対象区域の場合、景観申請の前に事前協議を行い、そのうち優れた
眺望景観を創生するために必要と認めるものは、歴史的景観アドバ
イザーを交えた協議が必要。協議を円滑に行うため、対象区域に関
する景観情報（プロファイル）を公表している。

低層建築物 中・高層建築物

屋
根

・特定勾配屋根（原則として軒の出60cm以上）とする
（※）

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は日本瓦、銅板又はこれらと同等の風情を有
するもの

・特定勾配屋根（原則として軒の出90cm以上）と
する（※）

・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は日本瓦、金属板又はこれらと同等の風
情を有するもの

軒
庇

・道路に面する１、２階の外壁に特定勾配の軒庇（原
則として軒の出60cm以上）を設ける（※）

・道路に面する１、２階の外壁に特定勾配の軒庇
（原則として軒の出90cm以上）を設ける（※）

外
壁
等

・道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的な建
造物と調和する形態意匠。その他の外壁も町並み景
観に配慮

・道路に面する３階の壁面後退（１階壁面より原則
90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

・道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的
な建造物と調和する形態意匠。その他の外壁も
町並み景観に配慮

・道路に面する３階以上の壁面後退（１階壁面よ
り原則90cm以上）（※）

・歴史的町並みと調和する色彩

他 ・道路や河川に面して駐車場等の開放された空地を設ける場合は、周囲の景観と調和した門又は塀等を設置

（※）例外規定あり

■下鴨神社の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要がある。
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景観保全

眺望景観

■デザインの特例認定［柱2］
＜湯川秀樹旧宅 改築計画＞
・湯川氏が晩年を過ごした木造地上２階建ての住宅について、湯川氏とゆか
りのある部分を保存しつつ増築を行い、大学関連施設として活用する計画。
優れた形態意匠を有し、地域の景観の向上に資するものとして特例認定。

・増築部分を円形とすることで、既存部分と対比させている。
・既存の塀、生垣、土蔵を残すことで連続性のある通り景観を継承。主庭を
保存するだけでなく、敷地内の植栽をさらに充実させ、下鴨神社周辺の緑
豊かな景観の形成に寄与する。

＜適用を除外した基準＞
屋根材

出典：京都市美観風致審議会諮問資料

下
鴨
神
社

下
鴨
本
通

下
鴨
中
通

下
鴨
神
社

下
鴨
本
通

下
鴨
中
通

※銀閣寺、賀茂川右岸からの「大文字」、
船岡山公園からの「船」「左大文字」



下鴨神社周辺 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■高度地区［柱1］
・エリア一帯はおおよそ１０ｍ高度地区
・下鴨本通は１５ｍ高度地区、下鴨中通の一部及び東鞍馬口通の一部は
１２ｍ高度地区

（H19新景観政策 下鴨本通の東鞍馬口通以北を２０ｍ→１５ｍ、
下鴨中通と東鞍馬口通の１５ｍのエリア→１２ｍ）

■現在の町並み

１０ｍ高度地区 南北方向の町並み
（①：下鴨中通の南を望む、②：下鴨本通の北を望む）

14

俯瞰 出典：GoogleMAP

■用途地域
・下鴨神社の周辺一帯は第一種低層住居専用地域を基
本とする

・東鞍馬口通の一部と、下鴨本通及び下鴨中通の東鞍
馬口通以北は商業地域

・下鴨本通の東鞍馬口通より南部は第２種住居地域

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調和
するよう規制、誘導。

・下鴨神社周辺は歴史遺産型第２種地域、下鴨神社南側の一部は
歴史遺産型第１種地域

＜歴史遺産型第１種地域＞
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第１１条２に
規定する一覧表に記載されている文化遺産の区域の周辺の区域又
は特に歴史的環境を保全する必要がある区域のうち、山林、樹林
地又は歴史的建造物等が重要な要素となって優れた自然的景観を
形成している地域

＜歴史遺産型第２種地域＞
世界遺産周辺区域等のうち、上記に該当しない地域

用途地域

高度地区

屋外広告物

下
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通

下
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下
鴨
神
社

下
鴨
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通

下
鴨
中
通

②

①



西ノ京 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■景観地区
・エリア一帯は市街地型美観形成地区
・千本通及び御池通の沿道は沿道型美観形成地区（幹線地区）

■景観計画上の位置づけ
・市街地型美観形成地区の「西ノ京」として位置付け、景観地区による誘導を図っている。

■デザイン基準（市街地型美観形成地区）［柱2］

■京の景観ガイドライン（建築デザイン編）
・デザイン基準や手続について事例を交えて分かりやすく解説している。

＜市街地型美観形成地区の景観形成方針＞
この地区は、歴史的市街地内にあり、昭和初期にすでに市街地が形成されていた地域であり、京都

らしい繊細で洗練された意匠を継承した新たな建築を誘導する。

＜西ノ京の景観形成方針＞
西ノ京地域は、丸太町通、千本通、御池通及び西大路通で囲まれた地域であり、昭和初期に西大路

通が完成し、市電が開通してから、その沿道が急速に市街地化され、中小の工場の進出により、製造
の拠点ともなっている。
このため、建築物は、住工の共存を図るため、敷地周囲に十分な空地を設け、植栽を誘導するととも
に、建築物の色彩の配慮や屋上景観等の整備に努めることにより、新しい市街地景観の創出を図る。

■眺望保全［柱3］
・エリアの東側については、保全すべき眺望景観・借景として、二
条城境内の眺めが選定されている。

・対象区域の場合、景観申請の前に事前協議を行い、そのうち優れ
た眺望景観を創生するために必要と認めるものは、歴史的景観ア
ドバイザーを交えた協議が必要。協議を円滑に行うため、対象区
域に関する景観情報（プロファイル）を公表している。

低層建築物 中・高層建築物

屋
根

・勾配屋根とする（※）
・原則として塔屋等を設けない
・屋根材は日本瓦、金属板又はその他の材料
で当該地区の風情と調和したもの

・勾配屋根又は屋上のパラペットの形状等によ
り勾配屋根に類する工夫を施すなど、良好な
屋上景観に配慮されたものとする

・屋根材は日本瓦、金属板又はその他の材料で
当該地区の風情と調和したもの

外
壁
等

・道路に面する外壁は、歴史的な町並みや京
都の生活の中から生み出された特徴ある建
造物と調和する形態意匠とし、良好な景観
の創出に配慮されたものとする

・周辺への圧迫感低減のため、道路からの十
分な後退又は外壁面の分節等の配慮を行う

・市街地の町並みと調和する色彩

・道路に面する外壁は、地域の良好な景観特性
を生かし、良好な景観の創出に配慮されたも
のとする

・周辺への圧迫感低減のため、道路からの十分
な後退又は外壁面の分節等の配慮を行う

・市街地の町並みと調和する色彩

（※）例外規定あり

■二条城の近景デザイン保全区域とデザイン基準
・視点場から視認することができる建築物等の形態及び意匠は、以下の基準に適合させる必要がある。
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景観保全

眺望景観

■歴史的建造物の指定［柱5］
・修理・修景工事等の費用の一部が、改修補助の対象
・指定された建造物は、外観の変更や増改築等を行う場合、許可や届出等が必要

＜日本聖公会京都聖三一教会＞
（景観重要建造物）
・昭和初期の和風を基調とした木造
の教会建築として外観意匠を良好
に保持しており、当該地域の景観
の形成に重要な建物。

日本聖公会京都聖三一教会

＜聚楽廻・猪飼邸＞
（歴史的風致形成建造物）
・かつて材木運搬で栄えた地域に建
つ材木商が建てた大塀造りの町家
で、材木商の歴史と町家の伝統を
現代に継承する貴重な建造物。

聚楽廻・猪飼邸

千
本
通

御池通 二条駅

朱雀
公園

千
本
通
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西ノ京 規制情報、景観形成方針、誘導手法等

■高度地区［柱1］
・エリア一帯は２０ｍ高度地区
・二条駅周辺は３１ｍ高度地区
・千本通沿道の御池通より南側は２５ｍ高度地区
（H19新景観政策 千本通の３１ｍ→２５ｍ）

■現在の町並み

２０ｍ高度地区 南北方向の町並み
（①：七本松通のスカイライン、②：太平通の東側の通りのスカイライン）

16

俯瞰 出典：GoogleMAP

■用途地域
・おおよその範囲が準工業地域。七本松通沿道と旧二条通沿
道の一部は近隣商業地域

・幹線沿道は商業地域

■地区計画
二条駅地区地区計画

■屋外広告物［柱4］
・地域ごとの景観特性等を考慮して、町並み景観や建築物と調
和するよう規制、誘導。

・エリアの一体は第５種地域を基本とする
・千本通沿道は沿道型第５種地域、御池通は沿道型第４種地域
・二条駅周辺は第７種地域

＜第５種地域＞
一般地域のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設が
多数存する地域で、京都の町の生活の中から生み出された特
徴のある形態又は意匠を有する建築物と調和した町並みの景
観を形成していく必要があるもの

用途地域

高度地区

屋外広告物

太
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通
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